
実施方針の内容変更について 

高浜事業用地取得にかかる市の予算措置の関係で，「事業実施スケジュール」並びに「募

集及び選定のスケジュール」を下記のとおり変更しますので，ご了解願います。 

記 

表内の下線部分が変更部分，上段（ ）内は変更前の表記です。 

第１ 特定事業の選定に関する事項 

１ 事業内容に関する事項 

(11) 事業実施スケジュール 

本事業のスケジュールは、概ね下表のとおりとするが、事業者の提案による工期の短縮を可能

とする。（詳細については、別紙２「建替事業工程表」参照） 

 本事業の業務内容 スケジュール 

事
業
期
間

事業契約締結 
（平成 27 年６月頃） 

平成 27 年９月頃 

設計、各種申請等の行政手続き 
（平成 27 年７月頃～平成 28 年６月頃）

平成 27 年 10 月頃～平成 28 年７月頃

消防高浜分署の整備 
（平成 28 年７月頃～平成 29 年６月頃）

平成 28 年８月頃～平成 29 年７月頃 

建替住宅等の整備 

社会福祉施設の敷地整備 

余剰地の引渡し・余剰地活用業務に係る整備（※事業

者提案がある場合） 

（平成 28 年７月頃～平成 30 年３月頃）

平成 28 年８月頃～平成 30 年３月頃 

建替住宅等の引渡し 平成 30 年４月頃 

建替住宅への既存６団地からの移転完了 平成 30 年７月頃 

既存住宅等の解体撤去 平成 30 年８月～10 月頃 

活用対象跡地の引渡し 平成 30 年８月頃

付
帯

事
業活用対象跡地の活用 平成 30 年９月以降 



表内の下線部分が変更部分，上段（ ）内は変更前の表記です。 

第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

２ 募集及び選定のスケジュール 

民間事業者の募集及び選定にあたってのスケジュールは、概ね下表のとおりとする。 

日 程 内 容 

（平成 26年９月） 

平成 26 年 12 月 
特定事業の選定・公表 

（平成 26年 10 月上旬） 

平成 27 年１月下旬 
入札公告、入札説明書等の公表 

（平成 26年 10 月下旬～11 月下旬） 

平成 27 年２月下旬～３月中旬 
入札説明書等に関する質問の受付・回答 

（平成 26年 12 月中旬～平成 26年 12月下旬）

平成 27 年４月中旬～平成 27年４月下旬 

入札参加表明書受付・参加資格審査結果通知

【１次審査】 

（平成 27年１月中旬） 

平成 27 年５月中旬） 
入札書類の受付及び開札（本入札） 

（平成 27年１月中旬～３月中旬） 

平成 27 年５月中旬～６月中旬 
入札書類の審査・ヒアリング【２次審査】 

（平成 27年３月下旬） 

平成 27 年６月下旬 
落札者決定・公表 

（平成 27年４月下旬） 

平成 27 年７月下旬 
仮契約の締結 

（平成 27年６月中旬） 

平成 27 年９月下旬 
事業契約締結 



赤の表示が変更部分です ★
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実施方針等の公表 ★

実施方針等に関する質問等への回答公表 ★

特定事業の選定・公表 ★ ★

入札公告、入札説明書等の公表 ★ ★

入札説明書等に関する質問等への回答公表

入札参加表明受付・参加資格審査（1次審査）

入札書類の審査・ヒアリング（2次審査）

落札者決定・公表 ★ ★

仮契約の締結

事業契約締結（6月→９月議会議決） ★ ★

宅地開発許可申請等

基本設計・実施設計、各種申請等

高浜事業用地内の残置物撤去

建替住宅等の整備

消防高浜分署の整備

社会福祉施設の敷地整備

建替住宅等の引渡し ★

建替住宅への既存６団地からの移転 ★

既存住宅等の解体撤去

設計（付帯事業）

余剰地等の売却・引渡し ★ ★

既存住宅等の解体・撤去（付帯事業）

民間住宅等の整備（付帯事業）

【別紙２　（仮称）高浜町１番住宅大規模集約事業　建替事業工程表】

平成30年度 平成31年度

民
間
事
業
者
募
集
・
選
定
・
契
約
締
結

余
剰
地
等

平成29年度

市
営
住
宅
等
整
備
・
移
転
支
援

平成26年度 平成27年度 平成28年度

２１ヶ月

１２ヶ月

２ヶ月

（設計） （確認申請）

１１ヶ月

朝日ヶ丘・浜町・南宮町売却

分譲開始

余剰地売却

余剰地売却協議 活用対象跡地売却協議

確認申請基本設計 実施設計

事前協議 開発申請・許可

余剰地内

残置物撤去

説明会開催

※余剰地活用を提案する場合

期間（工期）短縮


